
平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報

発
行
定
日

毎
週
火
曜
日
及
び
金
曜
日

告

示

身
体
障
害
者
関
係
医
師
の
指
定

一

生
活
保
護
法
に
基
づ
く
介
護
機
関
の
指

一

定
右

同

三

奈
良
県
青
少
年
の
健
全
育
成
に
関
す
る

三

条
例
に
基
づ
く
青
少
年
に
有
害
な
図
書

類
の
指
定

結
核
指
定
医
療
機
関
の
指
定

三

結
核
指
定
医
療
機
関
の
指
定
辞
退

四

土
地
改
良
事
業
の
施
行
同
意

四

土
地
改
良
事
業
計
画
の
適
否
決
定

四

道
路
の
区
域
変
更
及
び
供
用
開
始

五

道
路
の
供
用
開
始

五

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し

五

の
縦
覧

右

同

六

右

同

六

右

同

六

右

同

六

右

同

六

右

同

六

目

次

ペ
ー
ジ

右

同

六

右

同

七

右

同

七

右

同

七

右

同

七

右

同

七

右

同

七

右

同

七

右

同

七

右

同

八

右

同

八

右

同

八

右

同

八

右

同

八

右

同

八

右

同

八

右

同

九

右

同

九

平
成
十
二
年
二
月
奈
良
県
告
示
第
五
百

九

二
十
一
号
（
奈
良
県
収
納
代
理
郵
便
官

署
の
指
定
）
の
一
部
改
正

公

告

告

示

奈
良
県
告
示
第
三
百
三
十
七
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医

師
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関

九

す
る
公
告

争
議
行
為
の
通
知
の
公
表

九

建
設
業
法
に
よ
る
建
設
業
者
の
処
分

一
一

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

一
二

県
営
水
道
公
告

特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
等
の
公

一
二

示
右

同

一
三

不
在
者
投
票
を
取
り
扱
う
施
設
の
指
定

一
三

の
取
消
し

不
在
者
投
票
を
取
り
扱
う
施
設
の
指
定

一
三

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

奈
良
県
告
示
第
三
百
三
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
介
護
機
関
の
指
定
を
し
た
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

医
師
の
氏
名

医
療
機
関
の
名
称

医
療
機
関
の
所
在
地

診
療
科
目

指
定
年
月
日

福
井
潤

奈
良
県
立
医
科
大
学

附
属
病
院

橿
原
市
四
条
町
八
四

番
地

整
形
外
科
（
肢
体

不
自
由
）

平
成
十
五
年

十
月
十
五
日

谷
口
晃

榛
原
町
立
榛
原
総
合

病
院

宇
陀
郡
榛
原
町
大
字

萩
原
八
一
五
番
地

整
形
外
科
（
肢
体

不
自
由
）

平
成
十
五
年

十
月
十
五
日



平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
又

は
居
宅
介
護
事
業
者
若
し
く

は
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等

又
は
居
宅
介
護
事
業
所
若
し

く
は
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

居
宅
サ
ー
ビ
ス
の

種
類

指
定
年
月
日

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

株
式
会
社
ひ

ま
わ
り
の
会

奈
良
市
あ
や

め
池
南
四

四

一
六

ぽ
れ
ぽ
れ
中

和

橿
原
市
東
坊

城
町
五
三
五

一
九

訪
問
介
護
、
居
宅

介
護
支
援
事
業

平
成
十
五
年

九
月
十
五
日

コ
シ
オ
カ
産

業
株
式
会
社

香
芝
市
良
福

寺
三
八

一

コ
シ
オ
カ
産

業
株
式
会
社

香
芝
市
良
福

寺
三
八

一

福
祉
用
具
貸
与

平
成
十
五
年

十
月
一
日

社
会
福
祉
法

人
協
同
福
祉

会

大
和
郡
山
市

宮
堂
町
一
六

七

あ
す
な
ら
苑

大
和
郡
山
市

宮
堂
町
一
六

七

訪
問
介
護

平
成
十
五
年

十
月
一
日

株
式
会
社
萬

葉

桜
井
市
粟
殿

一

一
七

五

万
葉
介
護
サ

ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー

橿
原
市
五
井

町
八
二

一

訪
問
介
護
、
訪
問

入
浴
介
護

平
成
十
五
年

七
月
一
日

有
限
会
社
タ

カ
ダ

桜
井
市
金
屋

一

二

五

有
限
会
社
タ

カ
ダ

桜
井
市
金
屋

一

二

五

訪
問
介
護

平
成
十
五
年

四
月
一
日

医
療
法
人
お

ざ
き
ク
リ
ニ

ッ
ク

大
和
郡
山
市

九
条
町
一
三

一
一

一

グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
オ
リ
ー

ブ
の
木

大
和
郡
山
市

九
条
町
一
三

一
一

一

痴
呆
対
応
型
共
同

生
活
介
護

平
成
十
五
年

九
月
一
日

有
限
会
社
う

だ
介
護
サ
ー

ビ
ス

宇
陀
郡
大
宇

陀
町
拾
生
七

二
一

有
限
会
社
う

だ
介
護
サ
ー

ビ
ス
居
宅
支

援
事
業
所

宇
陀
郡
大
宇

陀
町
拾
生
七

二
一

居
宅
介
護
支
援
事

業

平
成
十
五
年

四
月
十
五
日

有
限
会
社
う

だ
介
護
サ
ー

ビ
ス

宇
陀
郡
大
宇

陀
町
拾
生
七

二
一

有
限
会
社
う

だ
介
護
サ
ー

ビ
ス
榛
原
事

業
所

宇
陀
郡
大
宇

陀
町
篠
楽
一

六
八

訪
問
介
護

平
成
十
五
年

八
月
一
日

有
限
会
社
笑

み

北

城
郡
広

陵
町
大
字
安

部
六
九
九

有
限
会
社
笑

み

北

城
郡
広

陵
町
大
字
安

部
六
九
九

一

訪
問
介
護

平
成
十
五
年

九
月
十
五
日

医
療
法
人
菊

川
医
院

橿
原
市
上
品

寺
町
三
八

二
二

介
護
支
援
き

く
か
わ

橿
原
市
上
品

寺
町
三
八

二
二

福
祉
用
具
貸
与

平
成
十
五
年

十
月
一
日

合
資
会
社
ク

リ
ー
ン
ケ
ア

橿
原
市
土
橋

町
一
八
九

五

ク
リ
ー
ン
ケ

ア
セ
ン
タ
ー

橿
原

橿
原
市
土
橋

町
一
八
九

五

福
祉
用
具
貸
与

平
成
十
五
年

十
月
一
日

特
定
非
営
利

活
動
法
人
在

宅
介
護
セ
ン

タ
ー
奈
良

北

城
郡
広

陵
町
馬
見
南

三

一
六

一
六

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

楽
ら
く

生
駒
郡
平
群

町
櫟
原
七
八

通
所
介
護

平
成
十
五
年

十
月
一
日

有
限
会
社
ケ

和
歌
山
県
橋

春
風
五
條
営

五
條
市
田
園

訪
問
介
護
、
居
宅

平
成
十
五
年

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也



奈
良
県
告
示
第
三
百
三
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
介
護
機
関
の
指
定
を
し
た
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

奈
良
県
告
示
第
三
百
四
十
号

奈
良
県
青
少
年
の
健
全
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
一
年
十
二
月
奈
良
県
条
例
第
十
三
号
）
第

二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
青
少
年
に
有
害
な
図
書
類
と
し
て
次
の
も
の
を
指
定
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報

ア
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
春
風

本
市
胡
麻
生

四
七
八

四

三
八

九

有
限
会
社
川

西
ウ
イ
ン
グ

橿
原
市
中
曽

司
町
四
二
六

二
一

有
限
会
社
川

西
ウ
イ
ン
グ

橿
原
市
中
曽

司
町
四
二
六

二
一

居
宅
介
護
支
援
事

業

平
成
十
五
年

十
月
一
日

有
限
会
社
ベ

ス
ト
ワ
ン

北

城
郡
王

寺
町
本
町
一

三

三
八

ベ
ス
ト
ワ
ン

北

城
郡
王

寺
町
本
町
一

三

三
八

訪
問
介
護

平
成
十
五
年

九
月
一
日

介
護
機
関
の
名
称
又
は
氏

名

介
護
機
関
の
所
在
地
又
は

住
所

施
設
又
は
居
宅
サ

ー
ビ
ス
の
種
類

指
定
年
月
日

弘
仁
会
南
和
病
院

吉
野
郡
大
淀
町
福
神
一

一
八
一

短
期
入
所
療
養
介

護
、
介
護
療
養
型

医
療
施
設

平
成
十
五
年
十
月

一
日

医
療
法
人
カ
ワ
サ
キ
内
科

大
和
郡
山
市
今
国
府
町
三

八
五

一

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
、
居
宅

療
養
管
理
指
導
、

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン

平
成
十
五
年
十
月

一
日

熊
田
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

宇
陀
郡
榛
原
町
天
満
台
東

一

一

一
三

居
宅
療
養
管
理
指

導

平
成
十
五
年
十
月

一
日

サ
ン
薬
局
天
理
東
店

天
理
市
蔵
之
庄
町
四
七

六

居
宅
療
養
管
理
指

導

平
成
十
五
年
十
月

一
日

指
定

番
号

図
書
類

の
種
類

図
書
類
の
名
称

発
行
年
月
日

発
行
所
等

指
定
理
由

一

雑

誌

恋
愛

シ
ュ

ガ
ー

平
成
十
五
年
十

一
月
二
十
日

株
式
会
社
あ
お

ば
出
版

青
少
年
の
性
的

感
情
を
刺
激
し
、

青
少
年
の
粗
暴

性
若
し
く
は
残

虐
性
を
助
長
し
、

又
は
青
少
年
の

犯
罪
を
誘
発
し
、

そ
の
健
全
な
育

成
を
阻
害
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
。

奈
良
県
告
示
第
三
百
四
十
一
号

業
所

介
護
支
援
事
業

八
月
一
日



結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
結
核
指

定
医
療
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

奈
良
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
五
年
十
月
二
十
二
日
次
の
表
の
上
欄
の
者
か
ら
協
議

の
あ
っ
た
土
地
改
良
事
業
の
施
行
を
同
意
し
た
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報

名

称

所

在

地

指

定

年

月

日

医
療
法
人
カ
ワ
サ
キ
内
科

大
和
郡
山
市
今
国
府
町
三
八
五

一

平
成
十
五
年
十
月
一
日

し
み
ず
小
児
科

天
理
市
指
柳
町
二
五
六

一
一

平
成
十
五
年
十
月
一
日

生
駒
胃
腸
科
肛
門
科
診
療

所

生
駒
市
本
町
七

一

平
成
十
五
年
十
月
一
日

慈
恵
ク
リ
ニ
ッ
ク

大
和
郡
山
市
小
泉
町
東
一

八

七

平
成
十
五
年
十
月
三
日

山
本
医
院

北

城
郡
当
麻
町
八
川
一
五
三

一

平
成
十
五
年
十
月
三
日

奈
良
県
告
示
第
三
百
四
十
二
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
結

核
指
定
医
療
機
関
は
、
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

名

称

所

在

地

辞

退

年

月

日

し
み
ず
小
児
科

天
理
市
指
柳
町
二
五
六

一
一

平
成
十
五
年
九
月
三
十

日

協

議

者

事

業

名

地

区

名

当
麻
町
長

安
川

正
雄

水
と
農
地
活
用
促
進
事
業
（
農
道
整
備

）

加
守
地
区

当
麻
町
長

安
川

正
雄

水
と
農
地
活
用
促
進
事
業
（
農
道
整
備

）

大
畑
地
区

当
麻
町
長

安
川

正
雄

水
と
農
地
活
用
促
進
事
業
（
農
道
整
備

）

当
麻
地
区

当
麻
町
長

安
川

正
雄

水
と
農
地
活
用
促
進
事
業
（
農
道
整
備

）

竹
内
地
区

奈
良
県
告
示
第
三
百
四
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
五
年
十
月
二
十
四
日
次
の
表
の
上
欄
の
者
の
申
請
に
係
る

土
地
改
良
事
業
計
画
は
、
適
当
と
決
定
し
た
。

な
お
、
土
地
改
良
法
第
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
改
良
事
業
計
画
書
及
び
規
約
の
写
し
を

次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日



奈
良
県
告
示
第
三
百
四
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を
次
の

と
お
り
変
更
し
、
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
奈
良
県
土
木
部
道
路
維
持
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
一
月
間
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路
線
名

枚
方
大
和
郡
山
線

三

道
路
の
区
域

四

供
用
開
始
の
区
間

道
路
区
域
の
変
更
に
伴
い
新
た
に
道
路
と
な
っ
た
部
分

五

供
用
開
始
年
月
日

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

奈
良
県
告
示
第
三
百
四
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
奈
良
県
土
木
部
道
路
維
持
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
一
月
間
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路
線
名

大
和
郡
山
環
状
線

三

道
路
の
区
域

平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報

申

請

者

縦

覧

期

間

及

び

場

所

事

業

計

画

桜
井
市
茅
原
北
地
区
土
地
改
良

事
業
共
同
施
行
委
員
長

池
田

修

平
成
十
五
年
十
一
月
四
日
か
ら
同
月
二

十
五
日
ま
で

桜
井
市
役
所

ほ
場
整
備
事
業

茅
原
北
地
区

路
線

番
号

区

間

区
域
変
更

の
前
後
別

敷
地
の
幅
員

メ
ー
ト
ル

備

考

延

長

メ
ー
ト
ル

前

二
四
・
五

三
四
・
五

一
九
三
・
九

後

二
四
・
五

三
四
・
五

一
九
三
・
九

奈
良
市
石
木
町
七
三

番
一

先
か
ら

奈
良
市
石
木
町
七

五
番
一

先
ま
で

路
線

番
号

区

間

敷
地
の
幅
員

メ
ー
ト
ル

備
考

延

長

メ
ー
ト
ル

奈
良
市
石
木
町
七
三

番
一
先
か
ら

奈
良
市
石
木
町
六
七
四
番
一
先
ま
で

一
九
・
二

二

・
五

一
六
八
・
六

四

供
用
開
始
年
月
日

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

奈
良
県
告
示
第
三
百
四
十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
奈
良
市
か
ら
大
和
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也



し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
奈
良
県
土
木
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

奈
良
県
告
示
第
三
百
四
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
和
高
田
市
か
ら
大
和
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
図
書

の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
奈
良
県
土
木
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

奈
良
県
告
示
第
三
百
四
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
和
郡
山
市
か
ら
大
和
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
図
書

の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
奈
良
県
土
木
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

奈
良
県
告
示
第
三
百
五
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
天
理
市
か
ら
大
和
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写

し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
奈
良
県
土
木
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

奈
良
県
告
示
第
三
百
五
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
橿
原
市
か
ら
大
和
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写

し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
奈
良
県
土
木
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

奈
良
県
告
示
第
三
百
五
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
桜
井
市
か
ら
大
和
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写

し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
奈
良
県
土
木
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

奈
良
県
告
示
第
三
百
五
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
五
條
市
か
ら
大
和
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写

し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
奈
良
県
土
木
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

奈
良
県
告
示
第
三
百
五
十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
御
所
市
か
ら
大
和
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写

し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
奈
良
県
土
木
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報



奈
良
県
告
示
第
三
百
五
十
五
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
生
駒
市
か
ら
大
和
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写

し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
奈
良
県
土
木
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

奈
良
県
告
示
第
三
百
五
十
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
香
芝
市
か
ら
大
和
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写

し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
奈
良
県
土
木
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

奈
良
県
告
示
第
三
百
五
十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
群
町
か
ら
大
和
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写

し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
奈
良
県
土
木
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

奈
良
県
告
示
第
三
百
五
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
三
郷
町
か
ら
大
和
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写

し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
奈
良
県
土
木
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

奈
良
県
告
示
第
三
百
五
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
川
西
町
か
ら
大
和
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写

し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
奈
良
県
土
木
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

奈
良
県
告
示
第
三
百
六
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
三
宅
町
か
ら
大
和
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写

し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
奈
良
県
土
木
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

奈
良
県
告
示
第
三
百
六
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
田
原
本
町
か
ら
大
和
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
図
書
の

写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
奈
良
県
土
木
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

奈
良
県
告
示
第
三
百
六
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
宇
陀
町
か
ら
大
和
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
図
書
の

平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報



写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
奈
良
県
土
木
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

奈
良
県
告
示
第
三
百
六
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
榛
原
町
か
ら
大
和
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写

し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
奈
良
県
土
木
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

奈
良
県
告
示
第
三
百
六
十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
明
日
香
村
か
ら
大
和
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
図
書
の

写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
奈
良
県
土
木
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

奈
良
県
告
示
第
三
百
六
十
五
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
新
庄
町
か
ら
大
和
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写

し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
奈
良
県
土
木
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

奈
良
県
告
示
第
三
百
六
十
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
上
牧
町
か
ら
大
和
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写

し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
奈
良
県
土
木
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

奈
良
県
告
示
第
三
百
六
十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
王
寺
町
か
ら
大
和
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写

し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
奈
良
県
土
木
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

奈
良
県
告
示
第
三
百
六
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
河
合
町
か
ら
大
和
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写

し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
奈
良
県
土
木
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

奈
良
県
告
示
第
三
百
六
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
吉
野
町
か
ら
吉
野
三
町
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
図
書

の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
奈
良
県
土
木
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也
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奈
良
県
告
示
第
三
百
七
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
淀
町
か
ら
吉
野
三
町
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
図
書

の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
奈
良
県
土
木
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

奈
良
県
告
示
第
三
百
七
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
下
市
町
か
ら
吉
野
三
町
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
図
書

の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
奈
良
県
土
木
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

奈
良
県
告
示
第
三
百
七
十
二
号

平
成
十
二
年
二
月
奈
良
県
告
示
第
五
百
二
十
一
号
（
奈
良
県
収
納
代
理
郵
便
官
署
の
指
定
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
五
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

二
中

奈
良
県
営
住
宅
使
用
料

を

県
営
住
宅
の
使
用
料
及
び
県
税
（
法
人
県
民
税
、
法
人
事
業

税
、
個
人
事
業
税
及
び
自
動
車
税
に
限
る
。
）

に
改
め
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し

た
書
面
に
、
氏
名
及
び
住
所
（
団
体
に
あ
っ
て
は
団
体
名
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
所
在
地
）
並
び
に
意

見
を
述
べ
る
理
由
を
記
載
し
た
書
面
を
添
え
て
、
平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
三
月

一
日
ま
で
に
奈
良
県
商
工
労
働
部
中
小
企
業
課
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

ア
ピ
タ
大
和
郡
山
店

所
在
地

大
和
郡
山
市
田
中
町
四
四
四
番
地
他

二

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

駐
車
場
の
出
入
口
の
位
置

三

届
出
年
月
日

平
成
十
五
年
十
月
十
四
日

四

縦
覧
場
所

奈
良
県
商
工
労
働
部
中
小
企
業
課

五

縦
覧
期
間

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
三
月
一
日
ま
で

六

縦
覧
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

奈
良
市
西
木
辻
町
二

岡
谷
会
本
館
二
階
の
奈
良
県
医
療
労
働
組
合
連
合
会
執
行
委
員
長
上
村
啓

子
か
ら
平
成
十
五
年
十
月
二
十
二
日
付
け
で
、
次
の
と
お
り
争
議
行
為
を
行
う
と
通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

事
件医

療
保
険
制
度
の
大
改
悪
反
対
、
安
全
・
安
心
の
医
療
確
立
と
ゆ
き
と
ど
い
た
看
護
の
実
現

生
活
改
善
を
は
か
る
賃
金
と
雇
用
の
確
保
。
生
活
を
ま
も
る
年
末
一
時
金
の
獲
得
、
査
定
減
額

反
対移

行
教
育
内
容
の
改
善
と
支
援
措
置
の
充
実
。
看
護
現
場
の
実
態
改
善
、
二

万
人
以
上
の

看
護
体
制
確
立

平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

法

と
い
い
ま
す
。
）
第
六
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
し
ま
す
。



増
員
、
労
働
条
件
改
善
、
人
減
ら
し

合
理
化

・
業
務
委
託
反
対
、
医
療
業
務
の
直
営
原
則

の
厳
守

二

日
時

平
成
十
五
年
十
一
月
七
日
（
金
）
午
前
八
時
三
十
分
以
降
、
妥
結
に
至
る
ま
で
の
間
、
連
日
又
は

短
時
間

三

場
所岡

谷
医
療
労
働
組
合
の
関
係
施
設
及
び
職
場

奈
良
市
南
京
終
町
一
丁
目
二
五

一

お
か
た
に
病
院

奈
良
市
西
木
辻
町
一
一

四

八
軒
町
診
療
所

奈
良
市
西
木
辻
町
二

岡
谷
会
本
館
一
階

せ
い
び
診
療
所

奈
良
市
高
畑
町
九
五

一

高
畑
診
療
所

奈
良
市
芝
辻
町
四
丁
目
七

二

新
大
宮
診
療
所

奈
良
市
今
在
家
町
三
八

佐
保
川
診
療
所

大
和
郡
山
市
新
町
三

五

九
二

片
桐
民
主
診
療
所

大
和
郡
山
市
小
泉
町
五
五
二

小
泉
診
療
所

奈
良
市
高
畑
町
二
一

老
人
保
健
施
設

や
く
し
の
里

奈
良
市
西
木
辻
町
二

岡
谷
会
本
館
二
階

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

ぬ
く
も
り
ポ
ー
ト

奈
良
市
南
紀
寺
町
三
丁
目
六
二

一
四

幸
福
ビ
ル
一
階

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

た
か
ま
ど

奈
良
市
法
蓮
町
一

二
六

二

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

こ
す
も
す

大
和
郡
山
市
新
町
三

五

九
二

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

あ
じ
さ
い

奈
良
市
西
木
辻
町
二

岡
谷
会
本
館
三
階

岡
谷
会
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

奈
良
市
南
京
終
町
一
丁
目
一
六
八

四

し
あ
わ
せ
薬
局
・
済
美
店

大
和
郡
山
市
小
泉
町
八

八

し
あ
わ
せ
薬
局
・
小
泉
店

平
和
会
医
療
労
働
組
合
の
関
係
施
設
及
び
職
場

奈
良
市
西
大
寺
赤
田
町
一
丁
目
七

一

吉
田
病
院

奈
良
市
西
大
寺
赤
田
町
一
丁
目
四

六

伏
見
診
療
所

奈
良
市
西
大
寺
北
町
四
丁
目
四

一

き
た
ま
ち
ク
リ
ニ
ッ
ク

奈
良
市
あ
や
め
池
南
六
丁
目
一

七

あ
や
め
池
診
療
所

奈
良
市
三
碓
二
丁
目
一

三

と
み
お
診
療
所

奈
良
市
右
京
三
丁
目
二

二

な
ら
や
ま
診
療
所

生
駒
郡
三
郷
町
夕
陽
ヶ
丘
一

三

夕
陽
ヶ
丘
診
療
所

奈
良
市
西
大
寺
赤
田
町
一
丁
目
七

一

精
神
障
害
者
生
活
訓
練
施
設

ハ
イ
ツ
リ
ベ
ル
テ

奈
良
市
西
大
寺
赤
田
町
一
丁
目
七

一

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

ほ
お
ず
き

奈
良
市
あ
や
め
池
南
四
丁
目
一

六
七

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

わ
か
ば
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奈
良
市
三
碓
二
丁
目
一

三

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

ほ
ほ
え
み
ポ
ー
ト

奈
良
市
右
京
三
丁
目
二

二

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

ひ
だ
ま
り

奈
良
市
西
大
寺
赤
田
町
一
丁
目
七

一

平
和
会
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

奈
良
市
西
大
寺
赤
田
町
一
丁
目
五

三

あ
し
び
薬
局
・
本
店

奈
良
市
あ
や
め
池
南
六
丁
目
一

四
一

あ
し
び
薬
局
・
菖
蒲
池
店

奈
良
市
富
雄
元
町
二
丁
目
七

一
二

一

一

あ
し
び
薬
局
・
富
雄
店

健
生
会
労
働
組
合
の
関
係
施
設
及
び
職
場

大
和
高
田
市
日
之
出
町
一
二

三

土
庫
病
院

大
和
高
田
市
日
之
出
町
一
三

三

土
庫
こ
ど
も
診
療
所

大
和
高
田
市
日
之
出
町
一
一

六

日
の
出
診
療
所

北

城
郡
河
合
町
大
字
穴
闇
八
一

一

河
合
診
療
所

桜
井
市
大
字
大
福
二
四

一

大
福
診
療
所

大
和
高
田
市
日
之
出
町
一
二

八

東
洋
医
学
研
究
所
付
属
土
庫
針
灸
施
術
所

大
和
高
田
市
日
之
出
町
一
三

一
五

介
護
老
人
保
健
施
設

ふ
れ
あ
い

大
和
高
田
市
日
之
出
町
一
一

一
四

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

そ
よ
か
ぜ

北

城
郡
河
合
町
大
字
穴
闇
八
一

一

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

は
る
か
ぜ

大
和
高
田
市
日
之
出
町
一
一

一
四

土
庫
病
院
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

北

城
郡
河
合
町
大
字
穴
闇
八
一

一

河
合
診
療
所
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

大
和
高
田
市
日
之
出
町
一
一

一

あ
お
ば
薬
局

北

城
郡
河
合
町
大
字
穴
闇
八
四

八

み
ど
り
薬
局

こ
が
ね
の
里
労
働
組
合
の
関
係
施
設
及
び
職
場

奈
良
市
西
大
寺
赤
田
町
一

七

一

二

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

こ
が
ね
の
里

奈
良
市
西
大
寺
赤
田
町
一

七

一

二

こ
が
ね
の
里
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

四

概
要

救
急
外
来
患
者
及
び
入
院
患
者
、
施
設
入
所
者
の
た
め
の
保
安
要
員
若
干
名
を
除
い
た
す
べ
て
の

組
合
員
に
よ
る
ス
ト
ラ
イ
キ
、
又
は
そ
の
他
全
て
の
争
議
行
為

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
次
の
と
お

り
行
い
ま
し
た
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報

処
分
を
し

た
年
月
日

処
分
を
受

け
た
者
の

名
称

主
た
る
営
業
所

の
所
在
地

代
表
者
の

氏
名

許
可
番
号

処
分
の
原

因
と
な
っ

た
事
実

処
分

の
内

容

平
成
十
五

年
十
月
二

十
四
日

清
水
興
産

株
式
会
社

大
和
郡
山
市
東

岡
町
二
八
ノ
一

一

清
水
和
子

奈
良
県
知
事
許
可

（
般

一
二
）
第

七
五
七

号

破
産

許
可

の
取

消
し



都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
こ
と
を
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
こ
の
開
発
区
域
を
表
示
し
た
図
書
は
、
奈
良
県
土
木
部
建
築
課
に
お
い
て
閲
覧
で
き
ま
す
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

許
可
番
号

昭
和
五
十
八
年
二
月
二
十
三
日
第
三

二

号

平
成
十
五
年
八
月
二
十
五
日
第
三

二

一
号

二

検
査
済
証
番
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
五
年
十
月
二
十
二
日
第
五
九
一
六
号

公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
五
年
十
月
二
十
二
日
第
三
七
九
二
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域

桜
井
市
大
字
芝
三
九
一
番
地
ノ
一
、
三
九
八
番
地
及
び
一
七

番
地
ノ
二

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

桜
井
市
大
字
芝
三
九
一
番
地
ノ
一

株
式
会
社
三
輪
素
麺
た
か
だ
工
場

代
表
取
締
役

高
田
勝
義

五

公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

道
路

桜
井
市
大
字
芝
三
九
一
番
地
ノ
一
の
一
部

一

許
可
番
号

平
成
十
五
年
六
月
二
十
三
日
第
七
二

一
八
号

二

検
査
済
証
番
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
五
年
十
月
二
十
二
日
第
五
九
一
七
号

公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
五
年
十
月
二
十
二
日
第
三
七
九
三
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域

橿
原
市
縄
手
町
一
四
一
番
地
ノ
一
、
一
四
一
番
地
ノ
四
、
一
四
一
番
地
ノ
五
、
一
四
一
番
地
ノ
六
、

一
四
一
番
地
ノ
七
、
一
四
一
番
地
ノ
八
、
一
四
一
番
地
ノ
九
、
一
四
一
番
地
ノ
一

、
一
四
一
番
地

ノ
一
一
、
一
四
二
番
地
ノ
二
及
び
一
四
二
番
地
ノ
三

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

橿
原
市
曽
我
町
一

五
三
番
地
ノ
二

丸
美
木
材
株
式
会
社

代
表
取
締
役

中
垣
内
保
美

橿
原
市
縄
手
町
一
五
番
地
ノ
五

西
畑
廣
道

橿
原
市
縄
手
町
二
一

番
地
ノ
一
三

夏
秋
富
紀
代

桜
井
市
大
字
三
輪
三
四
三
番
地
ノ
三

西
畑
定
洋

橿
原
市
縄
手
町
一
三
五
番
地

飯
塚
和
代

五

公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

道
路

橿
原
市
縄
手
町
一
四
一
番
地
ノ
一
の
一
部
、
一
四
一
番
地
ノ
四
、
一
四
一
番
地
ノ
五
、
一

四
一
番
地
ノ
六
、
一
四
一
番
地
ノ
七
、
一
四
二
番
地
ノ
二
及
び
一
四
二
番
地
ノ
三

下
水
道

橿
原
市
縄
手
町
一
四
一
番
地
ノ
一
、
一
四
一
番
地
ノ
四
、
一
四
一
番
地
ノ
五
、
一
四
一

番
地
ノ
六
、
一
四
一
番
地
ノ
七
、
一
四
二
番
地
ノ
二
及
び
一
四
二
番
地
ノ
三
の
各
一
部

平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報

達
調

の
務
役
は
又
等
品
物

を
等
者

札
落
、
て

い
つ
に

す
ま

し
示
公

り
お
と
の

次

成
平

。

年
月

也
善

本
柿

事
知

県
良
奈

日

は
又

等
品
物
る
係
に
札
落新

量
数
び

及
称
名
の

務
役

場
プ
ン
ポ
群
平

作
製
類

弁
）

担
を

務
事
る
す
関
に
約
契

及
称

名
の

等
課
部
る

す
当

局
道
水
県
良
奈

地
在
所

び

町
森
大
市
良
奈

課
務

総

平
日
た

し
定
決
を
者
札
落

成
年

月
日

県
営
水
道
公
告



所
住

び
及

名
氏

の
者

札
落

市
阪

大

タ
ボ

ク
社

会
式

株

東
津

敷
区

速
浪

目
丁

番
号

額
金

札
落

，
，

円

し
定

決
を

方
手

相
の

約
契

に
札

入
争

競
般

一

続
手

た

。
る

よ

っ
行

を
告

公
の

札
入

争
競

成
平

日
た

年
月

調
の

務
役

は
又

等
品

物

日

等
者

札
落

、
て

い
つ

に
達

ま
し

示
公

り
お

と
の

次
を

成
平

。
す

年
月

也
善

本
柿

事
知

県
良

奈

日

は
又

等
品

物
る

係
に

札
落新

量
数

び
及

称
名

の
務

役

場
プ

ン
ポ

群
平

作
製

類
弁

）

担
を

務
事

る
す

関
に

約
契

及
称

名
の

等
課

部
る

す
当

局
道

水
県

良
奈

地
在

所
び

町
森

大
市

良
奈

課
務

総

平
日

た
し

定
決

を
者

札
落

成
年

月
日

所
住

び
及

名
氏

の
者

札
落

阪
大

社
会

式
株

業
工

澤
前

原
宮

区
川

淀
市

阪
大

店
支目
丁

番
号

額
金

札
落

，
，

円

し
定

決
を

方
手

相
の

約
契

に
札

入
争

競
般

一

続
手

た

。
る

よ

っ
行

を
告

公
の

札
入

争
競

成
平

日
た

年
月
日

を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

田

中

義

雄

平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
る
不
在
者
投
票
を
取
り
扱
う
施
設
と
し
て
指
定
し
た
次
の
施
設
に
つ
い
て
、
そ
の
指
定

名

称

所

在

地

菟
田
野
辻
村
病
院

宇
陀
郡
菟
田
野
町
大
字
松
井
七
番
地
の
一

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
一
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
る
不
在
者
投
票
を
取
り
扱
う
施
設
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

田

中

義

雄

名

称

所

在

地

医
療
法
人

拓
誠
会

辻
村
病
院

宇
陀
郡
菟
田
野
町
大
字
松
井
七
番
地
の
一



奈

良

県

奈
良
市
登
大
路
町
三

電
話

七
四
二

二
二

一
一

一

平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報

【
定

価
】

一
か
月

千
五
百
円

一
部
売
り

一
枚
に
つ
き
二
十
円
（
共
に
送
料
、
消
費
税
別
）

本
誌
は
再
生
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

発 行発 行

印 刷印 刷

奈
良
市
三
条
栄
町
九

一
八

電
話

七
四
二

三
五

七
二
二
二


